
 

議案第  号 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 

令和３年 ２ 月１５日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成１１年川崎市条

例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「解体等作業」を「解体等工事」に改める。 

  第２条第９号中「及び準住居地域」を「、準住居地域及び田園住居地域」

に改める。 

  第６３条第１項中「及び第二種中高層住居専用地域」を「、第二種中高層

住居専用地域及び田園住居地域」に改める。 

  第６章第８節の節名を次のように改める。 

     第８節 建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散の防止 

  第６７条の２の見出しを「（解体等工事に係る調査の結果の届出）」に改

め、同条第１項を次のように改める。 

   大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第１８条の１５第１項又は

第４項の規定による調査（以下「解体等工事に係る調査」という。）の結

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

環境調整会議を環境行政・温暖化対策推進総合調整会議に改めるため、この

条例を制定するものである。 

議案第 ９ 号



 

果、建築物等に同法第２条第１１項に規定する特定建築材料（以下「特定

建築材料」という。）の使用が確認されたときは、同条第１２項に規定す

る特定工事（以下「特定工事」という。）（規則で定めるものに限る。次

項及び次条において同じ。）を施工しようとする事業者は、同法第２条第

１１項に規定する特定粉じん排出等作業（以下「特定粉じん排出等作業」

という。）の開始の日の１４日前までに、解体等工事に係る調査の結果に

ついて市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の

発生により当該特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、こ

の限りでない。 

  第６７条の２第２項及び第３項を削り、同条第４項中「石綿排出等作業」

を「特定粉じん排出等作業」に、「特定排出等工事」を「特定工事」に、「第

１項の規定による調査」を「解体等工事に係る調査」に改め、同項を同条第

２項とする。 

  第６７条の３第１項を削り、同条第２項中「特定排出等工事」を「特定工

事」に、「石綿排出等作業」を「特定粉じん排出等作業」に改め、同項を同

条とする。 

  第６７条の４を次のように改める。 

 第６７条の４ 削除 

  第６７条の５第１項中「石綿排出等作業（特定粉じん排出等作業及び規則

で定めるものを除く。この条において同じ。）」を「特定粉じん排出等作業

のうち、大気汚染防止法第１８条の１７第１項の政令で定めるものに係る特

定粉じん排出等作業及び規則で定めるものを除いたもの（以下この条におい

て「石綿排出等作業」という。）」に改め、同項第２号中「特定排出等工事」

を「特定工事」に改め、同項第４号中「石綿含有建築材料」を「特定建築材

料」に改める。 



 

  第６７条の６第１項中「第１８条の１５第１項」を「第１８条の１７第１

項」に、「しようとする」を「要する特定工事を施工しようとする」に、「石

綿排出等作業」を「特定粉じん排出等作業」に改め、同条第２項中「石綿排

出等作業」を「特定粉じん排出等作業」に改め、同条第３項中「特定排出等

工事」を「特定工事」に改める。 

  第６７条の７中「石綿排出等作業」を「特定粉じん排出等作業」に改める。 

  第６７条の８を次のように改める。 

 第６７条の８ 削除 

  第６７条の９の見出し中「特定排出等工事」を「特定工事」に改め、同条

第１項第１号及び第２号を削り、同項第３号中「第６７条の２第３項」を「第

６７条の２第１項」に改め、同号を同項第１号とし、同項中第４号を削り、

第５号を第２号とし、同項第６号中「若しくは」を「又は」に改め、同号を

同項第３号とし、同条第２項中「、石綿排出等作業」を「、その届出に係る

特定粉じん排出等作業」に、「作業実施基準」を「大気汚染防止法第１８条

の１４に規定する作業基準」に、「係る石綿排出等作業」を「係る特定粉じ

ん排出等作業」に改め、同条第３項中「第１８条の１５第２項」を「第１８

条の１７第２項」に、「石綿排出等作業」を「特定粉じん排出等作業」に改

め、同条第４項を削る。 

  第６７条の１０の見出し中「特定排出等工事」を「特定工事」に改める。 

第２条 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第６７条の２を次のように改める。 

 第６７条の２ 削除 

  第６７条の３中「特定工事を施工しようとする」を「大気汚染防止法（昭

和４３年法律第９７号）第２条第１２項に規定する特定工事（以下「特定工

 

果、建築物等に同法第２条第１１項に規定する特定建築材料（以下「特定

建築材料」という。）の使用が確認されたときは、同条第１２項に規定す

る特定工事（以下「特定工事」という。）（規則で定めるものに限る。次

項及び次条において同じ。）を施工しようとする事業者は、同法第２条第

１１項に規定する特定粉じん排出等作業（以下「特定粉じん排出等作業」

という。）の開始の日の１４日前までに、解体等工事に係る調査の結果に

ついて市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の

発生により当該特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、こ

の限りでない。 

  第６７条の２第２項及び第３項を削り、同条第４項中「石綿排出等作業」

を「特定粉じん排出等作業」に、「特定排出等工事」を「特定工事」に、「第

１項の規定による調査」を「解体等工事に係る調査」に改め、同項を同条第

２項とする。 

  第６７条の３第１項を削り、同条第２項中「特定排出等工事」を「特定工

事」に、「石綿排出等作業」を「特定粉じん排出等作業」に改め、同項を同

条とする。 

  第６７条の４を次のように改める。 

 第６７条の４ 削除 

  第６７条の５第１項中「石綿排出等作業（特定粉じん排出等作業及び規則

で定めるものを除く。この条において同じ。）」を「特定粉じん排出等作業

のうち、大気汚染防止法第１８条の１７第１項の政令で定めるものに係る特

定粉じん排出等作業及び規則で定めるものを除いたもの（以下この条におい

て「石綿排出等作業」という。）」に改め、同項第２号中「特定排出等工事」

を「特定工事」に改め、同項第４号中「石綿含有建築材料」を「特定建築材

料」に改める。 



 

事」という。）（規則で定めるものに限る。）を施工しようとする」に改め、

「特定粉じん排出等作業」を「同条第１１項に規定する特定粉じん排出等作

業（以下「特定粉じん排出等作業」という。）」に改める。 

  第６７条の５第１項第４号中「おける」の次に「大気汚染防止法第２条第

１１項に規定する」を加える。 

  第６７条の９第１項第１号中「第６７条の２第１項、」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１条中第２条第

９号及び第６３条第１項の改正規定は公布の日から、第２条の規定は令和４

年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の条例第６７条の２から第６７条の１０までの

規定は、この条例の施行の日から起算して１４日を経過する日以後に着手す

る建設工事（第１条の規定による改正前の条例第６７条の２第３項又は第４

項の規定による届出がされた石綿排出等作業に係る建設工事であって、同日

前に着手していないもの（以下「届出がされた未着手の工事」という。）を

除く。）について適用し、同日前に着手した建設工事（届出がされた未着手

の工事を含む。）については、なお従前の例による。 

 

 



 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

大気汚染防止法の一部改正に伴い、建築物等の解体等作業に係る石綿の飛散

の防止に係る規定を整備し、並びに都市計画法の一部改正により用途地域に田

園住居地域が追加されたことに伴い、悪臭及び騒音の防止に係る規定の対象と

なる地域に田園住居地域を加えるため、この条例を制定するものである。 

 

事」という。）（規則で定めるものに限る。）を施工しようとする」に改め、

「特定粉じん排出等作業」を「同条第１１項に規定する特定粉じん排出等作

業（以下「特定粉じん排出等作業」という。）」に改める。 

  第６７条の５第１項第４号中「おける」の次に「大気汚染防止法第２条第

１１項に規定する」を加える。 

  第６７条の９第１項第１号中「第６７条の２第１項、」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１条中第２条第

９号及び第６３条第１項の改正規定は公布の日から、第２条の規定は令和４

年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の条例第６７条の２から第６７条の１０までの

規定は、この条例の施行の日から起算して１４日を経過する日以後に着手す

る建設工事（第１条の規定による改正前の条例第６７条の２第３項又は第４

項の規定による届出がされた石綿排出等作業に係る建設工事であって、同日

前に着手していないもの（以下「届出がされた未着手の工事」という。）を

除く。）について適用し、同日前に着手した建設工事（届出がされた未着手

の工事を含む。）については、なお従前の例による。 

 

 


